学校感染症による出席停止
本人の療養および学校での感染拡大を防ぐため、出席停止の扱いとし欠席にならない。ただしその扱いとするには医師の診断と証明書類が必要となる。
申請方法
病院で感染症の診断を受けたら速やかに学校へ連絡する。
　　　　　↓
決められた出席停止の期間、または主治医が指示する期間、自宅療養する。
　　　　　↓
療養期間を経て登校できるようになったら、下記証明書類を準備し担任へ提出する。
　　感染症による欠席届　　
　　病院を受診したことがわかる証明書
（例）　・病院で当日発行された領収書（日付と医療機関名が記載されたもの）
　・調剤薬局から受け取った薬の説明書またはお薬手帳コピー等で日付と薬
局名または処方医師名が記載されたもの）
　　　　　・インフルエンザウイルス検査結果表(検査日及び医療機関名が記載されたもの)
